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貴
族
院
改

 

'軍
評
議
食
は
進
む
で
貴
族
院
を
構
成
す
可
き
要

.素
に
就
て
、左

0
の
如
き
案
を
採 

用
し
た
。

併
し
是
れ

_
は

英

國
.憲
.法

の
»

際

間
«

:
に

咖

，す

る

，事

で

あ

る

か

ら

、堪

に

駆

領

を

示

せ
 

ば
足
一
る
と
思
'
ふ
？
：貴
族
院
：議
員
：は
其
の

®

擧
の
方
法
に
從
つ
て
ニ
稱
に

K

別
せ
ら
る
。
第
一 

は
.
'前
に
述
ベ
た
、地
，方
的

¥

劃
に
依
り
庶
民
：院

_

員
.の
圈
體
か
ら
成
る
®
擧
會
の
手
に
て
選
出 

す
る
方
法
で
あ
る
。：
此
、

0

地
方
的

.區
-劃
は
成
る
可

〜

天
然
の
地
域
と
か
、英
國
從
來
の
州
の
境 

界
ビ
か
、經
濟
狀
滕

>

 

か
、又
は
人
ロ
等

.も
參
酌

u:
r

、大
英

-
國
即
ち
英
蘭
、る

ー

ス

、蘇
格
蘭
を
十 

*—
'.

ニ
地
方
に
路
分
す
，る
。

是
等

^

-
三
地
方
の
選
擧
會
か
ら
選
擧
せ
ら
る
可
き
貴

^

^

«
員
の

®
 

數
は
ニ

W

K -

十
六
名
で
あ
つ
て
、各
選
舉
會
は
サ
七
名
乃
至
十
五
名
の
貴
族
院
議
員
を
選
擧
す 

る
o

尤
も
貴
族
，院
議
貫
の
任

.湖
は
下
述
の
通

b

十
，ニ年
.で
四
ヶ
年
每
に
三
分
の
ー
を
改
選
す

■

.

.

一,.. 

ノ
 

1

1

1

1

1

,

る
案
で
あ
る
か
ら
、

迦
擧
會
！

i

其
の
，選
舉
の
都
度
前
記
の
數
の
三
分
の
一
を
擧
ぐ
る
課
で
あ
る
。

(

識
員
.

數
の
割
當
も
三
除
の

「

數
に
定
め
ら
れ
七
居
る

)

。
愛
蘭

に

割
當
：て
ビ
：る
；'可
き
貴
族
院
議
員 

の
事
は
、愛
蘭
自
治
法

&

決
定
せ
ら
れ
ず
，從

$

愛
蘭
が

.

ら
庶
民
院
ー
に
，如
何
に
代
表
せ
ら
る
可
き 

ゃ
'

の
.
：問
題
が
決
定
：せ
：ら

.

れ
て
居
ら
ね
か

.

ら
、«

留
せ
ら
れ
て
居
る

:0

第
一
一
は
上
下
兩
院
常
設
委

. 

鼻
會
の
選
出
に
駿
ゐ
貴
旋

.
院
議
.
員
で
あ
る
。
是
れ
は
現
在
の
貴
族
院

 

'
改
造
せ
ら
る
可
き
新 

貴
族
？

の
間

R

:

從
來
0

歷
史
的
連

_

を
，保
：持
す
る
趣
意
か
ら
し
て
、上
下
兩
院
か
ら
各
々
五 

「

名
宛
の
委
員
を

®

出
し
七
：常
設
：委
員
會
钇
組
織
せ
し
め
、其
の
手
に
依
て
、稞
在
の
貴
族
院
中
、立 

法
上
，及
び
行
政
上
特
別
の
伎
倆

#

 

く
は
長
き
經
驗
を
具
ふ
る
人
、若
：く
は
特
別
國
家
に
功
勞
ぁ 

る
人
を
選
擧
せ
し
：む
る
。

」

而
■
し
て
：其
の

'

數
：は
最
初
八
袷
一
名
で
あ
る
が
、選
擧
の
都
埂
漸
次
遞 

減
せ
し
め
て
、結
局
現
今
の
：貴
族
院
議
員
中
か
ら
擧
げ
ら
る
、
數
は
三
十
名
に
な
る
。
'

(

其
の
方 

法
.

に「

就
て
は
詳
細
の
規
定
ぁ

.
れ
.ど
辑
略
す
る

)

。ン
此
の
種
の
貴
族
院
議
員
の
任
期
も
矢
服
り
十

'

^
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^

 

^

?J
r

へ
ら
る 
> 
趣

1*
0

で

あ

る

。

貴
族
院
を
組
織
す
る
，嬰
素
即
ち
貴
族
院
議

M

と
關
聯
す
る
は
、典
の
議

J1

の
任
期
で
あ
る
。
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族
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の
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逍
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4
5

Sm

m

焚
m
貴
族
院
の
吹
造

J

.

度
は
f

下
？

比
し
て
、國

5

 

一
 

f

.

久
的
®

る
精
神

±

 

0

慶

及

s

 

S

を
代
表
す 

可
く
.而

し

て

急

激
2

政
見
の
變
動
を
避
く
：可
S

性

質

の

も

の

で

ぁ

る

と

云

ふ

《
ぶ

か

&
、没 

族

院

改

革

評
I

で
は
、律

 

た
の
で
あ
る
。
I

族
2

員

の
H

 

民
2

員

の

夫

れ

ょ
b

 

I

か

る

可
i

(

u

)

改
I

 

S

族

院は
：：

全

院

ニ

変

に

改
f

念
 

可
ら
す
、其

の
.

一
,

部

分

だ

け

一

定

の

時

期

内

に

寒

任

す

可

き

事

：で
れ
る
一
。

i

 

t

i

i
の
如
く
遂 

族

匿

員

。
の

任

期

は

十

一

一

？

四

年

.#

に
：其
の
三
分
の
一

.

宛
改
選
：せ
ら
る
、
事
ビ
せ
ら
れ
た 

?

あ
る
。
次

族

院

構

成

，の
實
際

^

^

^

^

L
 

然
起
る
可
き
困

.
f

處
す
る

_

 

I

:

方
：策
：
I

供
せ
；
$

灸
族
S

填
評
議
會
は
貴
族
院
成
：す
可
き
.其
他
の
要
素
に
就
て
し
た
。

a

パ 

法
官
貴
族

(
L
a
w

 

L

 

J

は
新
貴
族
院
が
侮
然
大
■審
院
ど
し
て
却
法
權
を
ザ
ふ
限
り
は

、4 
I

K .
1

争
：
 

1

る
可
f

の
,

I

れ
た
。
彼

I

族
S

在
る
I

 

i

の
知
f

 

L

 

驗
と
カ

2

を
修
正
す
る
に
方
つ
て
も
、法
案
が
通
過
す
る
形
式
を
ば

S

的
に

JE

當
な
ら
し

む
る
に
就
て
も
、有
用
で
あ
"る
_

か
ら
，
.
で
あ
ろ
。
從
て
大
法
官
も
、前
大
法
官
も
、職
權
上
當
然
貴

^

 

:

院
議
員
た
る
も
の

ブ
レ
思
惟
せ
ら
れ
た
。
實
際
上
讅
席
に
興
ら
す
、又
政
治

の
.
事
に
參
與

さ

れ
ぬ 

例
に
な

o

て
居
る
け
れ
ざ
、

a

族
中
貴
族
の

®

位
あ
，る
方

A

、i

依
然
貴
族
院
に
網
羅
す
：る
寧
と 

せ
ら
れ
た
。
尙
ほ
大
法
官
が
貴
族
院
議
長
た
る
舊
：い
惯
例
も
、貴
族
曉
：輝

.
提
/2

る

地

，位

：
(:
:
:
«
嚴 

を
加
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
が
ら
、矢
張
，
保
持
せ
ら
る
、

*

^:

な
d

た
V 

;

次
に
现
在
の
選

.

擧
法
に
於
て
庶
民
院
議
員
に
選
舉
せ
ら
る

\

;

事
：を

.
得
ざ
ら
し
む
る
.種
々
の 

規
定
は
、貴
族
院
議
員
の
選
擧
に
も
適
用
せ

&

本
.
可
S

事
に
評

'
議
會
"

で
は
；
j'.
-

_

た
が
®

.

し
英 

li

並
に
蘇
格
蘭

®

督
敎
會
；の
僧
侶

'
及
び
羅
：馬

敎

會

：の
.僧
侶
を
一
被
a

攀
資
.格
か
ら
除
外
す
る
規 

&

は
此
の
限
り

lr
:

な
V

ぐし
0

め
た
夫
れ
か
ら

-

靡
民
院
議
員
は
辭
職
す
：る
を
得
な
い
*辭
職
せ 

io
w

欲
す
る
者
は
チ

^

テ
ル
シ
聯
：合
邑

h
若
く
は
ノ
ー
ス
ス

.

一

K

ッ
ド
莊
園
の
執
事
職
に
擧
げ
ら
れ 

:

て
：.
當
然
庶
民
院
議
員
た
る

.

資
格
を
：消
滅

.

せ
し

U

ル
し
と
の
擬
法
は
、新
貴
族
院
に
適
用
せ
ら
る 

可
、き
理
由
な

s

も
の

w

せ
ら
れ
た
。：
從

.
て
*

:

族
院
議
員
は
辭
職

’
せ
：む

^
す
る
場
合
簞
に
其
の 

旨
を
書
面
を
以
て
：議
長
：に：通
吿
す
れ
ば
：足
る

ビ

せ

ら
れ
た

。

'

,

へ
最
一
後
に
ふ
1
-

)

國

辂

大

勿

：論
斧
自
所
鹰
：の
論
院
に
於
け
る
外
、投
撰
權
を
荷
せ

g

が
、上
下
兩

第十，三卷
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U

 

ニ七五
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笫
十
三
卷

(

ニ一

七
5

論
說
英
國
欺
族
院
の
達
 

纟_

 

ニ
 

.

院
何
れ
に
於
て
も

s

rt
l

に
發
言
す
る
を
得
べ
き
や
否
や

。

.(

ニ)

現
に
庶
民

院

議

員

に

給

與

せ
ら 

,

る
、
语
欲
の
歲
费

S

族
院
議
員
に
も
給
與
せ
ら
る
可
き
ゃ
：否
ゃ
。

II

英
國
憲
法
の
機
關
を 

し
て
其
間
正
规
に
述
用
せ
し
む
可
く
、如
何

1

る
規
定
が
■現
貴
族
院
か
ら
：新
貴
族
院
に
移
る
過 

®

期
に
於
て
設
け
ら
る
可
き
や
。

I

の
點
に
？

 

s

 

f

. |

_

典
X

 

2

で
ぁ

る
が
、是
辕
の
間

f

貴
族
院
改
难
評
議
會
の
附
記
せ
ら
れ
た
權
限
以
外
へ
の
諸
點
を

I

む
と 

.

云
J

ク
で
&

^

3

の
裁
^

は
政
府
に
讓
る

^

^

、
^

、ら
1

々

。

_

.

.

.(

九) 

.

.

貴
族
院
改
革
評
亂
會
は
第
一
一
の
附

0 
.事
.

項
即
ち
貴
族
院
：の
立
法
的
權
能
如
何
の

0
1

一)

就 

.

て
温
し
た
。
此
の
問
題
は
下
に
述
る
如
く
、唯
だ
一
箇
の
點
に
於
て

S

*
る
困
難
に
逢
着 

し
た
の
で
め
る
。
貴
族
院
が
財
政
的
性
質
を
帶
び
ざ
る
立
法
の
範
_
內
に

於

て
は
充
分
な
る 

權
乂
を
？

可
き

J

は
'

英
國
に
於
て
も
、貴
族
院
を
有
す
る
：

他

の
：f

凡

て

の

國

に

於

て

も

、

.

^

 

一
 

f

t

b

る
、
所
で
あ
る
貴
族

|5
1

は
又
、下
院
か
ら

’

回
送
せ
ら
る
、
法
案
を
霧
杏
し
、

.

*:
i

正
し
J

n

合

に

於

て

は

握

ぅ

潰

す

こ

と

が

出

來

る

。

貴
：族
院
は
.又

逝

常

の

p

案
を
發 

案
す
る
こ
ど
が
出
來
る
。
貴
族
院
は
又
一
般
內
政
及
び
帝
國
.政
策
の
凡
ゆ
る
間
題

を

討

論

す

i

^

r

i

i

i

l

i

i

i

i

l

i

i

i

i

l

i

i

i

^

H

i

^

 

r
.
.
.
-
.

-
.

」

：
u

 ,,

吃1
,

5

|

'

_

,

|

.

 

■

-

i

 

.

る
こ
と
が
出
來
る
。

I;
唯
，た
財
政
の
事
柄
に
就
て
は
、其
の
活
動

の

範
圆
が
庶
民
院
の
歷
史
的
鋒 

,

先
猶
：に
依
て
制
：限
，せ
-

ら
れ
て
居
！る
。

故
に

#

ら
評
議
會
の
主
題

' 

ビ

な
：つ
た
の
は
、財
政
問
題
に 

:

關

し

て

、
あ
つ
れ
。
!:
:'

.
:

ニ
貴
族
院
改
革
誶
議
會
は

’

財
政
に
關
す
る
靡
民
院
め
特
權
を
定
む
る
古
來
の
規
則
を
ば
^

體 

4

し
て

改

正

を

企

，て
：な

：い

事

に

1
'

致
し
た
。：
.

是
等
0

規
則
は
、非
常
に
へ
紛
糾
錯
雜
し
て
、»
に
歷 

.

史
上
、ま
双
上
、法

#

上
の
議
論
：の
速
宮
で

J

。：:
仍
；で

.
評
議
會
で
は
、此
の

.

財
政
.に
關
す
る
主
題 

.

.

の
一
部
だ
け

.

を
射
究
す
る
事
忙
決
し
：た
の
で

「

あ
る
。
即
ち
形
式
に
於
て
も
、結
果
に
於
て
も
、純 

然
た
る

.財
政
的

.

の
.

法
：案
.̂;
、幾
分
財
政
I
的
條
項
を
ノ
合
む
で
は
居
て

'

も
、又
非
財
政
的
目
的
を
達
せ 

:.
，む
ヰ
す
る
法
案

S

の
間
权
滩
ネ
を
可
ぎ
區

«

、是
等
ー

1
\
種
：の
.
法
象
を
：區
別
：す
：る
方
法
、か

、
る
區 

■:
:
:
別X

ら
當
然
生
ず
可
き
結
果

等
：：

の
討
究
で
ぁ
る
。

:

'

:
■'

::」

::

純
然
た

る
.

財
政
的
性
質
の

.

法
案
は
、靡

.

民
院
:0
:

所
®

で
あ
つ
て
、貴

族

院

^>

は
之
を
否
決
若
く 

;
は
：修
'
正
す
可
ら
す
と
は
、何
人
；も
異

_

な
き
：所

1?
^
^
^
^

;

:

然
：し
乍
ら
、純
然
た
る
：財
：政
的
诛
案
と
ば
抑
*何
で
あ
る
か 

,

國
家
.

の
收
入
を
徵
集
す
る
と
、之
を
支
出
す
る
と
を
問

.

は
ず
、特
に
公
：共
.の
目

的
を
以
て
庶
ー
：民

第
十
三
餘
‘

(
1

ニ
七
七)

「

0

餽
英
國
貴
族
院

0
吹造 

笫

十

號

二
七

，す、

い

::
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ニ
七
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論

說
_

蕾
貴
|

奪
 

•

!

で

:.
f

.提

出
せ
：货

咚

,

案
：は

メ

钡

の

税

支

に

の
み
關
す
る
！

的
と
す

る
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l

r

:
f

 

接
“

の
結
果
に
此
し
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一■

層
'

重

大
I

て
影
®

の

及

ぶ

所

の
f

商
S

上
、社
會 

/

を

政

严

上

の
I

を

及

ぼ

す

こ

と

が

あ

る

。
へ
多 
<

 

の

大

變

或

る

變

I

益

し

む

ら
M

 

W

め
む
と
欲
す
る
な

"

ば
.

I

き

ン 

，：J

び

力

谷

セ

ら

る

可

き

で

あ

る
★
、評

議
#
は

思

考

し

た

の
e

*

ン

し

.
i

 

u

此

の

如

最

I

過
i

も
る
。

i

 

>

ネ
ヵ
ら
云

0

て
も
又

.

.單
に
市
民
と
し

',

て
0

利
益
か

.

ら
云
つ
て
も
、勿
論
の
事
で 

る

)

d

顶
し
て
玆
に
主
張
せ
ら
：る
、
が
，如
き
貴
族
院
ね
、此
の
如
き
因
的
に
對
し
て
保
_
を
與 

t
 

t

3>
f

て
あ
ら
ぅ

P

:

大
部
分
當
裕
な
る

»

會
0

一
，階
級
に

#

の
議
員
を
限
つ
た
、人

K

を
，

:
_
:

r

し

な.s

 

議
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银.
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こ
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輝
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る
け
れ
ざ
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肩
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_
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グ
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ヵ
も
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計
鼠
會
に
於
て
嚴
筲
：
則

S

 

^
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!
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!

.

石

し

ミ

…

ク
： 

' 

プ

マ

ヵ
x

v

i
:,
*

K

を

如

へ

む

る)

活
動
に
到
し
て
、何
等
嫉

I

I

す

る
I

は

な

い

で
t

ぅ
。：

若
'し

此

の

點
I

.
認

f

る
:、
な

ら

ば、下の
如
き

—  
. 

I 

• 

'

:

.

«問
：は
•

起
，る
で
あ
ら
う
。
如
何
に
し
て
，純
然
^
る
財
政
法
案
は
、或
る
範
圍
或
る
目
的
^
對
し 

て
財
政
的
で

あ

る
け
れ
ど
、夂
單
に
併
か
も
直
接
に
金

«

の

收
入
支
敗
に
關
係
す
る
所
の
結
某 

ょ
う
A

其
の
，非

則

政

的
.
結
果
の
方
が
却
，て.重
耍
な
る
法
案
か
ら
し
て
區
別
せ
ら
る
、
で
あ
ら

,

5
 

か
。

. 

...

以
上
二
種
の
法
案
を
區
別
せ
む
が
爲

#

令
.
內
に
柿
入
せ
ら

.

る
可
き

.
_

細
な
る
定
義
を
發
.見 

:t

る
事
が
一
目

■

■

然
た
：る
方
法
で
あ
ら
.
.：う
。

' 

貴
族
：院
，改

革
評

議
會
.
は
、此
の
如
き
定
義
を
發
見 

せ
む
が
爲
、多
く
の
時

.

間
を
*

し
た
け
れ
ど
、遂
に
成
功
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る

0

舉
竟
問
題
が 

祓
雜
む
て
居
て
、規
定
，せ
ら
る
可
為
場
合

)

が
多
欉
な
か

：

ら
で
あ
る
。
，仍
で
評
議
會
で
は
、®
等
の 

疑
は
し

.
い
、而

;b
.
.て
.

議
論
：の
岐

.

る
、：

法
案
を
：處

_

置
.

す
る
最
良
の
方
法
は
、少
數
の
精
選
せ
ら
れ
た 

る
上
汴
兩
院

.

の
常
說

®

_

:#
R

法
.

案
を
附
託
し
て
、双
の
決
定
を
以
て
終
昴
ビ
す
る
に
若
く
は 

な
し
ど
信
中
る
に
至
づ
た
の
で
あ
る
。
；是
等
の
デ
ジ
ヶ
ー
ト
な
問
題
を
決
定
す
る
此
の
如
き 

取

極

め

は

書

法

中

に

合

.ま

れ

た
る
*

定
R

も

勝
れ
：て
見
ゆ
る
。

ど
云

.

.ふ
の
は
、
_

會
法
中

0
 

规
定
は

;*
0

て
來
る
可
き
凡
ゆ
る
場
合
を
包
擁
し
な
い
の
み
な
ら
ず
、施
民
院
議
畏
の
職
は
何 
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論
耽
英
國
貴
族
院
0

吹造 

人
ビ
雖
完
全
な
る
公
平
を
希

0

す
る
地
位
な
る
に
.之
に
對
し
て
望
ま
し

”

ら 

を
負
は
す
る
か
ら
卞
あ

6
 

a

っ
仍
で
評
議

#,

は
、上
下
南

.

院
か
ら
各
七
人
を
.超
過 

U4

1

て
組
織
ゼ
し
む
る
財
政
薬
員
會

(
F
i
n
a
n
c
e

 

c
o
m
m
s
e
e
)

を
ば
、每
國
會

D

始

，

>

而
し
：ズ
兩
院
何
れ
も
、全
然

」

財
政
的

»

質
.
で
な
い

.

ビ

考

へ

ら

る

、
麗
大
な
る
疑 

條
項
を
合
む

^

如
何
な
る
財
政
法
案

'を
.

も
之
に
附
託
し
：て
決
定
せ
し
む
る
や 

提
唱
し
た
此
の
委

*

#:

の
.

職
«

は
、軍
に
此
の
種
法
案
の
公
然
た
る

0

的
を
考
量
す
る
の
み 

な
ら
す
其
の

^

集
の
性

.

質
'

を
決
定
す

^

:

爲
，法
案
の

'

內
部
に
伏

在

す

：名
，目
.的
並
び
に
法
案
ょ
ぅ 

4

i

ず
可
き
結
果
：を
.

も

考
®

す
る
:0
:
而

し

て

兆

の

法

案

の

條

：項
屮
の
，.何
冷
は
、嚴
密
な
る
■財
政
的 

箇
條
で
あ
る
か
ら
庶
，民
院
だ
け
て
取
扱
ふ
が
適
當

.

で
あ
る

’

又

何

々

の

®'
條

は

一

般

の

國

民

的 

政
策
に
關
す
る
事
柄
で
あ
つ
ぐ
て
ビ
れ

.

か
.
ら
细
待
癸
る
、
經
濟
的
乃
室
社
看
的
結
果
の
關
係
上
，
 

貴
族
队
に
依
て
鄉
资
及
び
修

J1
1

を
受
く
る
が
，適
當
で

*;

る
と
報
告
す
る
：
も
亦
此
の
委
員
會
の 

.
職
責
で
あ
る
。
茬
し
評
議
拿
が
後
の
方
の
意
味
で
報
吿
し
た

>

す
れ
ば
、其
の
非
财
政
的
で
あ 

る
ビ
宣
言
せ
ら
れ
た
條

「

項
.
は
.
、當
然
貴
族
院
の
杏
決
や
修
ポ
を
受
く
る
け
れ
ざ
、假
令
幾

W

で
も 

人

民

：の
：負

擔

を

加

名

が

_

>

啊
等
の
修
东
 

の
古
來
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る
重
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任 

せ
ざ
る
委
員
を 

設

立

せ

し
I;

る
，
 

問

を

生

す

可
&' 

ぅ
に
し
た
い
と

:

:

の
規
利
は

.
常
に
守
ら
る
、
の
で
あ
る
。
诺
し
斷
財
政
的
で
あ
る
士
.委
員
會
の
宣
言
し
た
る
法

.

案
に
對
し
ヤ
修

1£

が
爲
^

れ
た
揚
合
、而
し
て
是
等
の
修

.1
£

が
庶
^

院
に
«

て

承

認
-^
ら

れ

な
 

:

か
Q

た
場
合

K

'f
t

，葡
院
間

0

異
議

は

下
文

，に

述

，
べ'.&

る
'

;>

通
常
の
非
_见
政
的
法
案
の
場
合
に 

:

對
し
て
規
定
せ
ら
れ

^

_

法
に
從
て
、調
和
せ

&

る
、
溥
に
衣
る
の
で
あ
る
。

.

ノ」

V.
- . 

:

■

に
：

.

.

.

貴
族
院
改
苹
評

.

議
會
位
、其
の
第
，三
の
' 

附
記
寧
項
即
ち
兩
院
間
の
異
識
‘調
对
の
方
法
に
關
し 

て
討
究
を
重
ね
た
。
此
：の

*

項
は
久
し
く
貴
族
院
：の
地
位
及
：び
權
カ
に
，關
す
る
凡
ゆ
る
聞
題 

、

::
■

.

.

中
、最
も
困
難
な
る

も
： .

の
>
 

一c
v
g

し
て
：取

®

:

は
れ
：來
つ
た
。
方
法
は
自
：か
ら
ニ
個
に
區
別
せ

:

.ら
る
、

0

- 

.

.

.

;:
.
:■
.'
'

 

•■
■
:

ギ
結
局
多
數
決
等
に
依
ら
ず
し
て
、爾
，院
間
：の
感
議
を
和
協
す
る
方
法

。

':
..

I 

: 

.... 

•

. 

:

-

対
和
協
の
目
的
達
せ
ら
れ

®

M

場
合
、最
後
の
決
定
に
對
す
る
何
等
か
の
方
法
。

. 
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I:: 
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下
雨
院
問
の

)

異
論
を
調
；停
す
る
方

.
：法

6

し
；V

•

兩
院
福
議

.#
0

制
度
は
從
來

0 .
國
會
機
關 

の
.一

.訊

分

を

成

し

V

居
る
け
れ

.
ど
，其
..

の
協
議
の
規
則
た
る
や
、窮
窟
で

V

且
煩
は
し
い
。
仍
で
評 

,

.
議
#'

で
は
、從
來
の
，協
議
會
ょ
办
も
ー
層
節
單
で
一
層
彈
カ
性
，を
，具
へ

-

た
方
法
を
案
出
し
た
の

.
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で
あ
る
。
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其
の
；
は

;

新
國
會
0

ら

る

、
始

め

に

方
つ
て
、上
下
兩
院.
か
£

 

f

 

二
十 

:名
S

驗

u
 
0

$
 
^

公
：正

で
f

信

用

す
I

A

U

H

I

I

賃

H

 

せ

し

む

る

吻
1

其
の
：人
S

に

は

雨

院

夫

れ
7

\

 

0

凡
ゆ
る
黨
派
を
，代
表
せ
し
む
る
や
ぅ
に 

女

る

，

此
の
外

#
殊
の
間
題
に
對
し

て
意
見
を
徵
す

るy

爲
、勿
論
其
の
問
逗
の
大
小
に
依
て

A 

數
の
多
少
は
あ

る
が
、多
く
と
，も
各
院
か
ら
十
入
を
超
過

^:
-
ざ

る
經
驗
と

公
正

ど

信

用
.の
三
資 

格
の
外
、當
而
の
問
題
に
對
し

て
.特
殊
の
知
識
.を
具

:'
'へ
た
人
物
を
擧
げ
し
む
る
。
此
の

U
 

く
し 

V
.

兩
院
協
議
會
は
六
拾
人
を
超
過
す

る

こ

ど
？

、氣
易
く
非
炎
式
に
懇
談

的
討
論
を
爲
す

乙

'■
 

> 

■
.
 

.
 

■ 

■.
 

■
 

/ 

.
 

— 

: 

■

. 

- 

, 

.

此
の
.

如
く

し

て
駔
織
せ
ら
る

 

>

兩

院

協

議

會

c

o

l

i

 

c
o
m
l
e
)

は
、|

完
に
於

v」

Ji

過
し
2

法
案
i

院
k

依
て
.
修
正
を

3

芬

い
場
合
、其

の

爭

議

の

雜

を

解

決

す

る

-の
で
あ
る
0

協
議
5

攀
議
の

K

を
解
決
し
た
る
と 

き
は
、其
の

條
項
I

院
夫
れ

〜

禮

吿

す

る

。

.:
@

じ
兩
院

—

に
|

養

項

I

f

一'
院
s

:

承
認
し
、他
院
で
は

否
：認

場

合

I

、調
停
を
遂
ぐ
可

5

 

i

進
I

る
方
法
が
：必
要
と

5

て
來
る
。
此

P

協
議
會
は

W

議
の
.完
全
な

る

自
F1
1

を
期
す

る

爲
、秘
密
會

ビ
す
る
考
案
で
あ
る
。

- 

 ̂

ニ)

.

.

.

ム
此
の
如
き
自
由
協
.議

會

に

依
て

一
致
點
が
發
見
せ
ら
れ
な
い
、場
'合
に
際
す
る

と

し
て

*
た

し
て
上
下
雨
院
間
の
異

m

を
結
局
決
定
す
可
：き
目
的
に
對
し
て
、如
何
な
：る
#

策
が
採

ら

る
>

で
ぁ
ら
う
か
。
例
へ
ば
、自
由
協
識
會
の
報
吿
す
る
調
停
案
に
し

.

て
、一：

院
は
承
認
し
て
も
、ぬ
ぬ

の
方
で
拒
絕

す

る

ど
せ
ば
、其

.

の
||

扃
.
を
解
決
す
可
く
、其
の
上
如
何
な
る
手
段
が
梂
ら
る
、
で

ぁ
ら
う
：か
。
貴
族
院
改

革

評
»

龠
で
は
、こ
れ
に
對
す
る
三
個

.の
方
法
に
就
て
考
量

し
、攻
究
し 

た

の
で
あ
る

0

;

第
：ー
の
方
法

ど
云
ふ
の
は
、自

_

協
議
，：食
の
報
吿
通

6

に
：法
案
を
承
認
：し
た
議
院
で
は
、其
れ 

を
兩
&
翁
撳
議
會

R

提
出
す
る
栩
利
を
有
つ
乙
ビ
に

.

す
る
。

3

う
す
る
マ

J
、

英
國
令
會
が
未
だ 

上
下
兩
院
に
分
た
れ

「

な
か

;'
つ
た
時
代
の
國
會
の
や
う
に
、兩
院
議
員
全
體
が
集
會
し
て
件
の
法 

.

集
に
：k

て
割
議
す
る
。

「

M

衣
い
0

C

き
は
、其
の
法
案
の
運
命 

li
M

局
投
票
で
決
せ
ら
る

、

報
に
な
る
。
此
の
方
策
は
、上
下
兩
院
.の
關
係
問
題
が
數
年
前
貴 

族

4

の
委
員
會
の
議
に
上
つ

/
a

ど
'&

、有
力
な
る
賛
成
者

.̂

得
た
の
で
ぁ
る
。
.然
し
こ
の
方
策

I

s
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,

1

m

 

_ 

I
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三
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第
十
诚
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四

に
伴
ふ
或
る
秫
の
利
便
は
承
謐
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
'雨
院
總
協
識
會
が
餘

b

大
人
數
に
過
ぎ
る 

•

と
、其
の
議
事
ね
俾
ふ

」

猶
令
の
困
難

<

^

れ
か
ら
後
ろ
に
此
の
如
き
方
策
が
摔
へ
て
居
る
と 

云
/ふ

事
'が
、却
て
自
^
協
議

#

に
於
け
る
協

*

|を
困
雌
容
ら
し
む
る
虡
れ

が

ぁ
る
ど
云
ふ
事

等 

が
、此
の
方
策
に
對
す
る
反
對
の

8

で
ぁ
っ
た
。

':
,

:

仍
で
、此
の

*

の
承
認
を

#

る
乙
ビ 

.が
出
來
な
炉
つ
た
：の
，
あ
る

0

:

へ

第
二
の
方
案
は
、

1

T

兩
_

 

0

S

案
件
を
ば
レ

.

フ
ヱ
レ
ン
ダ
ム

MJ

ち
凡
队
る
登
鉞
せ
ら
，れ
た 

選
舉
人
の
一
般
投

0 U

問
ふ
と
云
ふ
の
で
ぁ
る
。
此
の
提

0

は
多
數
の

0

成
蒋
を
得
た

o

乙 

.

れ
を
質
成
し
た
或
る

.

人
々
は
此
の
方
；案
；̂

以
：て
.
難
局
を

»

決
す
'

る
.

最
良
の
.方
法
で
ぁ
る
と
云 

ふ
意
見
を
今
何
ほ
抱
い
て
居
る

0

若
し
兩
院
が
自
由
協
議
會
の
報
告
し
た
法

.案
に
對
し
て

1 

致
し
な
か
っ
た
場
合

^

は
、自
凼
協
議
會

0

認
め
：た
る
件

0

街
案
を
人
：民

.

投
黑
に
問
ふ
可
き
，權 

利
を
庶
民
院
に
與
へ
た
い
ど

^

#'

の
«

成
者
は
冀
蓮
す
る
の
ャ
ぁ
る
。
人
民
投

^-

は
、樞
密
院 

令
を
以
て
、
;#

民
|&

が
人
^

投
票
に

0

る

Z 

£
の
決
議
案
を
通
過
し
た
日
か
ら
六
十
日
以
內
に 

:

執
疔
す
る
か
、或

»

政
府
.

に
於
て
便
利
な

b

と
變
む
れ
ば
、樞
密
院
令
に
へ
依

V
、

次
回
の
總
選
擧
の 

時
を
以

V

人
民
投
：擧
0

:

時
に
：決

足

す

る

Z
ビ

も

ぁ
ら
，ぅ
。
I

若
し
人
民
投
禀
の
結
果
法
案
に
反

m

I
f

[
I _
j .

對
'
な
れ
ば
、其
れ
：

は
：：

其
の
®

で
，あ
る
。
苦
し
投
票
の
結
果
賛
成
が
多
け
れ
ば
、̂
民
睬
は
貴
族
院 

の
：同

意

を

經

ず

し

V
、

國
王
の
裁
可
を
奏
請
す
る
權
威
を
有
つ
で
あ

.
ら
う
。

A

R

は
彼
等
が
希 

Is

す
る
如
何
な
る
立
法
も
，結
局
は

@

か
ら
決
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

ビ

云
ふ
自
治
の
重
要
な
る
原 

則
が
、此
の
方
法
に

®

て̂

.

民
，院

0'

代
表
的
性
質
を
犯
す

^

<
な
く

^

は
代
表

11

會
と
し
て
の 

其
の
適
當
な
る
權
威
を
も
減
ず
る
こ
と

.

な
く
し
て
適
用
せ
ら
る

■ A

で
あ
&

う
と
、思
考
せ
ら
れ 

た
。：；何
ほ
此
の
方
案
を
支
持
せ
む
が
爲
、人
域
投
票
に
問
，ふ

「

事
が

(

結
局
依
賴
せ
ら
れ
得
べ
し
ビ 

の
知
識

.
は
、自

rl
-

1

協
！！
#
内
に
於
け
る
協
調
の
力
を
刺
：戟
し
て
：之
を
强
か
ら
し
む
可
く
、»
例
は 

興
見
：の
調
停
が
和
^
ふ
兩
方
の
關
の
相
互

'の

夂
讓
に
依

X

遂
げ
ら
る

^

し
ビ
主
張

.

せ
ら
れ

た 

の
.：で

'

あ
る
-

. 

. 

.

::
然
し

乍
ら
、貴
族
院
改
苹
評
議
會
の
多
數
は
此

•

の
方
案
に
賛
成
し

'

な
か
ら
た

'
 

典
の
理
由
は 

數
多
'

あ
る
か
、就
中

.

一
度
レ
フ
ェ
レ
ン
ダ
：

4

に
關
ふ
こ
ビ
に
な
る

V
J、

上
に
述
べ
ら
れ
た
如
き
場
合 

以
外
に
も
濫
用
せ

ら
る 

>
攀
に
な

る

で
あ
ら
う
、レ
フ
エ

V

ン
ダ
ム
は
國
會
の
權
威
及
び
品
格
を 

®
す
傾
向
が
あ
ら

.

う
、失
れ
か
ら
レ
フ
ュ
レ
ン
ダ
ム
は
大
國
殊
に
地
方

0

異
.る
に
從
て
往
令
異
つ 

た
立
法

'

を
必
耍
と

.
：す
.

る
ゝ
合
衆
主
國
の
狀
：德
に
は
不
適
當
で
あ
る
と
云
ふ
の
が
、重
も
な
る

a

由

第
十
！
i
 

(
一

ニ
八
.五)

，

論
魏
ノ
英
國
貴
族
院
の
改
造
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笫
十
n

s_c

ニ 一

八
六)

論
魏
英
阈
貴
族
院
の
；吹
禮
. 

堪
卜
號 

で
叙
.る

.0
■
、

評
：I

は

全

體

ち

T

i

e

 

二
方
案

I

成
し
ま
つ

す
名
の

必

要
に
.
迫
つ
だ

:0

其
の
方
法
は
.結
局
前
に
述
ベ
ら
れ

の
：協

,

の
方
法

.
を

一

層

進

め

，る
事
に
依
て
.

發
.
見
.
せ
ら
れ
'
た
。

:

:

:^
v

自
由
協
議
會
の
報
吿
し

^

法
：案
が

'-
0

院
の
«

成
を
得
て
も
、他
院
に
'依
て
拒
絕
せ
ら
れ 

左

v

タ
き
は
，夫

れ

以

'±
の

手

段

を

必

要
ど
す
る
と
云
ふ
事

は
、|6
に
上
に
述
ベ
れ

る
所
で

ぁ
る
。
 

其
の
手
段

w

云
ふ
の
は
、件
の
法
案
を
ば
自
由
協
議
會

R

返
送
す

る
ゴ
う
す
る
と
同
協
議

會
で 

は
炎
の
法
案
が

:'
1'提
出
さ
れ
た
會
期
の

.

次
.ぎ
の
會
期
に
於
て
再
度
，其
の
法
案
に
就
て
協
議
す
る 

の
•

で
ぁ
る
。
若
し
自
ぬ

«

議
會
で

|

.

層
協
議

.を
：！！

し
^

後
、以
前
報
吿
せ
ら
れ
た
同
一
の
形
式 

に
0

て
W

及
同
お
案
を
上
下
兩
院
に
報
吿

す
る

事
に
な
れ
ば
、兩
院
で
：は
，興

應

同

法

案
k

鱿
て 

爾
賺
す
る
で
あ
ら
う
。
 

‘

■■

若
し
兩
院
何
れ
も
典
の
法
案
へ
に
.
質
成
す
れ
ば
法
律

^

な
る
が
、若
し
兩
院
共

k

否
決
す
る
か
、
 

苦
べ
は

.

庶
民
fe

た
け
が
杏
決

.

す
る

w

き
は
、件

の

法

案

は

葬

う

去

ら

る

、
。

所
*

か
若

し
ff
i

K

K

た：た 

[ r i の 

_ で

協 他  

議 の  

會 m  

に 停  

立 方  

返 法  
つ を  

て、 發 

其 見

.

,

..ノ

 

' 

' 

•

た
け
.

が
，件
0

法
案
に

'«

成
し
而
し
て
其
の
法
案
が
自
由
協
議
會
に
於
て
出
旅
且
投
^
し
た
る 

-

協
議

:*
:
の
三
人
を
下
ら
，ざ
る
多
數
を
以
て
：報

吿

せ

ら

れ

た

場

合

に

は

、法

案

は
®

ちに

國
王
の

 

裁
可
を
經
ベ
く
奏
上
せ
ら
る

 

>
 

で
ぁ
ら
う
。

然

る

に

自

，由
協
議
會
が
、件
の
：法
.

案
を
ば
®
度
同 

I

の
形
式
を
以

V

報
吿
す
る
こ

V

に
一

致

し

得
な
い
か
、若
く
は
協
議
會

U

於
け
る
多
數
が
三 

人
以
下
で
ぁ
っ
た
場
合
に

.

は
、勿
論
其
，の
法
案
が
報
吿
せ
ら
れ
た
通

K

y

兩
院
に
依
て
承
驟
せ
ら 

れ
な
い
限
り
、仲
の
法
案
は
廢
棄
に
歸
す
る
。

シ
.

の
-

E
I

往
協
議
會
の
方
法
を
採
れ
ば
議
院
全
體
の
集
會
に
於
け
る
ょ
う
も
靜
肃
な
空
氣
の 

中
で
開
會
す
る
事
で
：お
る
か

4

、双
方
反

■
，對
_

の
論
旨
.が
各
自
に
好
く

 

了
'*

せ
ら
る
、
で
あ
ら 

ラ

多
く
の

請

爭
は
此
の
如

ぐ

し

て
观
か

R

決
定
せ
ら
る
ゝ
か
、縱
し
む
ば
全
然
決
定
せ
ら
れ 

な

I
に
せ
ょ
恐
ら
く
論
爭

0

點
が
減
少
す
る
で
あ
ら
う
。
：夫
れ
故
最
後
の
決
定
に
對
す
る
方 

策
ヵ
依
賴

せ

ら

る

；、
に
方
っ
•

て
も
、最
後
の
裁
定
に
附
議
せ

&

る
可
き
爭
點
は
少
な
く
な
つ
て
、
 

a

al

の
^

點
は

I
'

層
肋
白
に
せ
ら
る
る
で
あ
ら
う

。

.

:

,

货
族
院
改
革
評
議

.
會
が

主
張

す
る
、前
上
述
べ

來

9

た
各

自

興
つ
た
る
目
的
を
有
す
る
三
财

の
m

院
協
議
會
即
ち

.

.
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H
八

.

.

.
一.

貴
族
院
議
員
の

.1
:

部
を
選
，
.
出

す

る

，
協

議

.會 

:
ニ

財

政

法

案
.

^

關

す

：
る_

間

を

：
決

：
定

す

：
る

協

：
議

曾
 

し
三

':
:;. J

般
的
立
法
ネ
疑
問
に
，關
：す
る
意
見
の
相
違
を

調

和

す
る

協
議
#

®

ち
自

tt
l

®

議
f

 

以
.上

三
® ?

の
兩
院
協
_
會
の

K

別
を
一

' 
目

«

,然
た
，

ら
.

し
む
可
く
、左
記
の
表
を
提
示
す

るo

貴

族

院

改

革
評

議 ,
會

の

提

唱:
す

る

種

の、

兩

院

協

議

會

覽

表

名

m

榴

能

人

數

財政法黎に關 

する委
A

^

m

m
ll
ff

i

f

分の一知

附
sc
ti

られ
n

る
法
案
若
く
. 

は
條
項
が
財
政
的

:̂
り
や
西 

や
.4

決
姥
す
；
る
祺

財
政
法
案
以
外
の
法
案(

苗 

:

く
は
法
案
中
の
條
项〕

に
關 

す
る
兩
院
間
の
異
見
4>
||和 

す
る
球

人

十洁十 
五く四 
人は人人

ょ微b 族豉み五 
リ會名院選、人 
會之宛の锻丑は組 
爲知各同委人庶納 
を‘指院會れは民_  
锻名の之會貴晓の 
ぐす委6後族請方 
る韻選に院甚 ' 
こし選ぶは中之法 
ミ外擧豁の‘
4,部委貴委選

㈨

ニ
卜
人
宛
は
上
卞
雨
烷
の 

各
委
；̂

選
椹
委
鐵
會
之
如
指 

■ 

K

し
b

十
人̂
II
.1

.
樣
の
方.. 

法
|1

依
て.臨
時|:
各
院1
1
於 

て
指
名
せ
ら
る
：
パ

固 阈 任
會 會  
期 期
問 間 期

⑷

一
國
會
期

fi
l
l 

㈦

特
殊
の
法
案 

に
對
す
る
議
祺

P

r

院
協
»

會
て
.ふ
機
關
の
效
用
を
か
く
®
充
す

る
.に

： -
方
つ
て
、評

_

會
は
®

等
.の
手
段
に
侬 

て
at

の1
過
去
に
於
：け
：る
ょ
,

も
、將
來
一
層
上
下
兩
院
間
：の
了
解
：ビ
親
密
な
る
協
調
が
達
せ
ら 

る
.可

&

事
を
希

M.

す

る

.
旨

を

附

言

：
し

た

。

:;
;(

完
>

:':
-

.

毫

パ
,
.

一

 

,

# :
:

へ

苳
 

ー

完)

：

：

.

.
:

.:
(

文
鱗
復
興
期

0

經
：濟

.
史
的
硏

.
究)

 

:

.

パ
. 

..
v
:
^

 

部

：
，秀

：

助 

.

.

.

.

.

. 

.

. 

. 

.

.

■:

當
時
の
法
王
廳
に

■
對

，
し

■
七

之

れ

f

財
的
關

.
係
を
有
せ
し
銀
行
：が
立
法

.
上
、
果
し
て
如
何
な
■る 

; 

:

取
扱
を
受
け
し
や
の
：編

.

に
就
.

き
て
は

^

太

利

の

；

«

ラ

ト

リ

」

其

他

の

史

料

 

, 

:

に
.

よ
ぅ

て
多

少
此
間

0
消
：息
を
明
か
.に

し

#
:.る
も
の
に
し
て
即
ち
是
等
の
材
料

の
吾
人
に
示

す
#
に

よ
れ

ば
、當
時
、法
王
廳
の
御
用
達
を
命
せ

ら

れ
し

銀
行

に
はs

e
r
c
a
t
a
r
e
s

 

C
a
m
e
r
a
e

と
稱
せ 

■:
'
 

' 

ら
れ
し
も
の

W
，

然
ら
ざ
る
も
の
ど
あ
り
、蓋

、c
a
m
p
s
o
r

 

P
a
p
a
e

或
は

M
e
r
c
a
t
o
r

 

P
a
p
a
e

な
る
名
稱
は
既 

ぐ

. 

：に
：西
曆
十
三
世
：紀
の
，：初
期
.
に
存
す
、而

し
て
此
名

稱
に
よ
り
て
任
命
せ
ら
れ

し
も
の
は

其
初
期 

■

に
於
て
は
一
個
の
錁

«

に「

限
定
せ
ら
れ

し
も
の
に
し

て
、例
者

r

ダ
レ
ゴ
ル

」

九
世
時
代
に
於
け
る 

■:
.

:.「

シ“

「

ァ
ン
ゼ
リ
工
ロ
，ス
ラ

5

」

の
如
し

»

後
千
ニ
百
五
十
三
年
頃
よ

4

名
稱
は
單
に 

一
個
の
.銀
行
に
限
定
せ
ら
れ

す
し
て
、
苟
く
も
或
特
定
の
義
務
を
法
王
又
は
法
王
廳
に
對
し
て 

'

第
十
三
怨
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